
案件１ 

事前登録制本人通知制度について 

 

○前回の堺市同和行政協議会での意見を踏まえた主な取組 

 

１．制度案内の周知強化 

① 案内チラシに電子申請フォーム及び市ホームページへの QR コードを追加。 

更新後のチラシは転入手続時の配布書類に封入し、全転入者へ周知。 

② 行事において本人通知制度の案内チラシを配付（堺市人権教育推進協議会と

連携） 

・ 第 46回人権を守る市民のつどい 参加者 166人 

（2025（令和 7）年 12月 7日、堺市総合福祉会館） 

・ 防災と人権をテーマとした朗読劇・シンポジウム 参加者 225人 

（2026（令和 8）年 2月 10日、フェニーチェ堺） 

 

２．職員向けアンケートの実施 

   （省略） 

 

３．事前登録制本人通知制度の登録者数の推移 

（省略） 

 

４．被害告知型本人通知制度の施行 

2026（令和８）年度早期に、不正取得のおそれを含む場合も本人に通知する

「被害告知型本人通知制度」を施行予定。 

 




